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印

（一）



船　舶　職　員　及　び　小　型　船　舶　操　縦　者　法　（抄）

　（報告等）

第十七条の十三　国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、登録海技免許講習実施機関に対し、

　登録海技免許講習事務に関し報告させ、又はその職員に、登録海技免許講習実施機関の事務所に立ち入り、登録海技免許

　講習事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

　（準用）

第十七条の十七　第十七条の二及び第十七条の三の規定は海技免状更新講習並びに第七条の二第三項第三号の登録及びその

　更新について、第十七条の四から第十七条の十五までの規定は登録海技免状更新講習、登録海技免状更新講習を行う者及

　び登録海技免状更新講習の実施に関する事務について準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「別表第一」

　とあるのは、「別表第二」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

　（準用）

第十七条の十九　第十七条の二及び第十七条の三の規定は船舶職員養成施設並びに第十三条の二第一項の登録及びその更新

　について、第十七条の四から第十七条の十三まで及び第十七条の十五（同条第五号を除く。）の規定は登録船舶職員養成

　施設、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成を行う者及び登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成に関す

　る事務について準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「別表第一」とあるのは、「別表第三」と読み替え

　るほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

（二）

船　舶　職　員　及　び　小　型　船　舶　操　縦　者　法　（抄）

　（報告等）

第十七条の十三　国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、登録海技免許講習実施機関に対し、

　登録海技免許講習事務に関し報告させ、又はその職員に、登録海技免許講習実施機関の事務所に立ち入り、登録海技免許

　講習事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

　（準用）

第十七条の十七　第十七条の二及び第十七条の三の規定は海技免状更新講習並びに第七条の二第三項第三号の登録及びその

　更新について、第十七条の四から第十七条の十五までの規定は登録海技免状更新講習、登録海技免状更新講習を行う者及

　び登録海技免状更新講習の実施に関する事務について準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「別表第一」

　とあるのは、「別表第二」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

　（準用）

第十七条の十九　第十七条の二及び第十七条の三の規定は船舶職員養成施設並びに第十三条の二第一項の登録及びその更新

　について、第十七条の四から第十七条の十三まで及び第十七条の十五（同条第五号を除く。）の規定は登録船舶職員養成

　施設、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成を行う者及び登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成に関す

　る事務について準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「別表第一」とあるのは、「別表第三」と読み替え

　るほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

（二）



　（報告等）

第二十三条の二十一　国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、指定試験機関に対し、特定試

　験事務に関し報告させ、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、特定試験事務の状況若しくは帳簿書類そ

　の他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

２　前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

３　第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

　（準用）

第二十三条の二十八　第十七条の四から第十七条の十三まで及び第十七条の十五（同条第五号を除く。）の規定は、登録

　小型船舶教習所、登録小型船舶教習実施機関及び登録小型船舶教習事務について準用する。この場合において、必要な

　技術的読替えは、政令で定める。

　（準用）

第二十三条の三十　第十七条の四から第十七条の十五までの規定は登録操縦免許証更新講習、登録操縦免許証更新講習を

　行う者及び登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務について、第二十三条の二十六及び第二十三条の二十七の規定

　は操縦免許証更新講習並びに第二十三条の十一において準用する第七条の二第三項第三号の登録及びその更新について

　準用する。この場合において、第二十三条の二十六第一項第一号中「別表第四の上欄に掲げる小型船舶教習所の種類に

　応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表」とあるのは、「別表第五の上欄に掲げる施

　設及び設備を用いて、同表」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

（三）

　（報告等）

第二十三条の二十一　国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、指定試験機関に対し、特定試

　験事務に関し報告させ、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、特定試験事務の状況若しくは帳簿書類そ

　の他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

２　前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

３　第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

　（準用）

第二十三条の二十八　第十七条の四から第十七条の十三まで及び第十七条の十五（同条第五号を除く。）の規定は、登録

　小型船舶教習所、登録小型船舶教習実施機関及び登録小型船舶教習事務について準用する。この場合において、必要な

　技術的読替えは、政令で定める。

　（準用）

第二十三条の三十　第十七条の四から第十七条の十五までの規定は登録操縦免許証更新講習、登録操縦免許証更新講習を

　行う者及び登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務について、第二十三条の二十六及び第二十三条の二十七の規定

　は操縦免許証更新講習並びに第二十三条の十一において準用する第七条の二第三項第三号の登録及びその更新について

　準用する。この場合において、第二十三条の二十六第一項第一号中「別表第四の上欄に掲げる小型船舶教習所の種類に

　応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表」とあるのは、「別表第五の上欄に掲げる施

　設及び設備を用いて、同表」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

（三）



　（報告等）

第二十九条の二　国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、船舶所有者、船舶職員、小型船舶

　操縦者その他の関係者に出頭を命じ、帳簿書類を提出させ、若しくは報告をさせ、又はその職員に、船舶その他の事業

　場に立ち入り、帳簿書類、海技免状、操縦免許証その他の物件を検査し、若しくは船舶所有者、船舶職員、小型船舶操

　縦者その他の関係者に質問させることができる。

２　第二十三条の二十一第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

　（外国船舶の監督）

第二十九条の三　国土交通大臣は、その職員に、本邦の港にある第二条第一項に規定する船舶以外の船舶であつて国土交

　通省令で定めるものに立ち入り、その船舶の乗組員が次の各号に掲げる船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める要

　件を満たしているかどうかについて検査を行わせることができる。

　一　条約の締約国の船舶　その船舶の乗組員のうち、条約によりその資格に応じ適当かつ有効な証明書を受有すること

　　を要求されている者が、締約国が発給した条約に適合する資格証明書又はこれに代わる臨時業務許可書を受有してい

　　ること。

　二　条約の非締約国の船舶　その船舶の乗組員のうち、条約を適用するとしたならば前号の資格証明書を受有すること

　　を要求されることとなる者が、その資格証明書の発給を受けることができる者と同等以上の知識及び能力を有してい

　　ること。

（四）

　（報告等）

第二十九条の二　国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、船舶所有者、船舶職員、小型船舶

　操縦者その他の関係者に出頭を命じ、帳簿書類を提出させ、若しくは報告をさせ、又はその職員に、船舶その他の事業

　場に立ち入り、帳簿書類、海技免状、操縦免許証その他の物件を検査し、若しくは船舶所有者、船舶職員、小型船舶操

　縦者その他の関係者に質問させることができる。

２　第二十三条の二十一第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

　（外国船舶の監督）

第二十九条の三　国土交通大臣は、その職員に、本邦の港にある第二条第一項に規定する船舶以外の船舶であつて国土交

　通省令で定めるものに立ち入り、その船舶の乗組員が次の各号に掲げる船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める要

　件を満たしているかどうかについて検査を行わせることができる。

　一　条約の締約国の船舶　その船舶の乗組員のうち、条約によりその資格に応じ適当かつ有効な証明書を受有すること

　　を要求されている者が、締約国が発給した条約に適合する資格証明書又はこれに代わる臨時業務許可書を受有してい

　　ること。

　二　条約の非締約国の船舶　その船舶の乗組員のうち、条約を適用するとしたならば前号の資格証明書を受有すること

　　を要求されることとなる者が、その資格証明書の発給を受けることができる者と同等以上の知識及び能力を有してい

　　ること。

（四）


